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１．基本方針策定の目的 

 

 全国的な少子高齢化の進行とともに人口減少が進む中、本町では学校規模の適正化を図る

ため、令和３年 12月に小学校９校を３校に再編する「吉備中央町立小学校・園統合再編整備

基本計画」を策定しました。この基本計画に基づき、令和７年３月 31日をもって津賀小学校、

御北小学校、上竹荘小学校、下竹荘小学校、吉川小学校、大和小学校の６校が閉校となりま

す。 

 一方、本町の財政状況は、少子高齢化と人口減少などに伴う税収の減少と社会保障費の増

大等が見込まれ、これまで以上に厳しくなることが想定されます。また、令和５年３月に改

訂した「吉備中央町公共施設等総合管理計画」が示すとおり、本町の人口 1 人当たりの公共

施設の延床面積は約 11㎡で、全国平均の 3.42㎡と比べると、かなり多い状況にあります（別

図参照）。 

 そのため、閉校となっても施設の維持管理には費用を要すことから、資産の有効活用・運

用を図っていく必要があります。 

 そこで、本方針を定め、今後の跡地活用について、地域のニーズと市場の動向を捉えなが

ら、持続可能な活用に資することを目的とします。 

 

 

２．本方針の位置づけ 

 

 本方針は、閉校となる小学校の利活用に関する事項の協議・検討を進め、基本的な指針と

して定めるものです。 

本方針は、「第２次吉備中央町総合計画・後期基本計画」に基づき、「吉備中央町公共施設

等総合管理計画」、「吉備中央町財政運営適正化計画」及び「吉備中央町立小学校園統合再編

整備基本計画」の下に位置づけ、その他の計画等と整合性を図りながら跡地活用を進めるこ

ととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２次吉備中央町総合計画・後期基本計画 

協働で歩むまち～行財政分野～ 

・協働のまちづくりの推進 ・自治体経営の推進 ・コミュニティ活動、交流活動の育成 

財政運営適正化計画 公共施設等総合管理計画 小学校・園統合再編整備基本計画 

学校跡地活用基本方針 
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３．閉校施設の概要 

 

閉校施設（小学校）一覧 

学校 

項目 

① 

津賀 

② 

御北 

③ 

上竹荘 

④ 

下竹荘 

⑤ 

吉川 

⑥ 

大和 

敷地面積 12,691㎡ 11,354㎡ 9,388㎡ 13,431㎡ 16,456㎡ 10,057㎡ 

校
舎 

建 築 年 月 H4.5 H1.3 S56.3 H1.1 H2.3 H16.3 

構 造 RC RC RC RC RC RC 

延 床 面 積 2,789㎡ 2,545㎡ 1,814㎡ 1,808㎡ 1,812㎡ 2,306㎡ 

階 数 2 2 3 2 2 2 

耐 震 補強不要 補強不要 H25補強済 補強不要 補強不要 補強不要 

体
育
館 

建 築 年 月 H3.3 H15.12 S55.3 H1.11 S51.3 H20.3 

構 造 RC RC S RC S SRC 

延 床 面 積 822㎡ 1,017㎡ 615㎡ 683㎡ 1,069㎡ 819㎡ 

階 数 2 2 2 2 2 2 

耐 震 補強不要 補強不要 H25補強済 補強不要 H22補強済 補強不要 

維
持
管
理
費(

令
和
４
年
度
実
績) 

電 気 2,387千円 2,470千円 1,406千円 1,271千円 1,032千円 2,388千円 

上 下 水 道 921千円 866千円 303千円 274千円 701千円 397千円 

ガ ス 1,097千円 994千円 101千円 148千円 167千円 322千円 

浄 化 槽 62千円 62千円 85千円 118千円 93千円 193千円 

電気工作物 187千円 188千円 154千円 154千円 154千円 207千円 

消 防 設 備 49千円 55千円 46千円 43千円 41千円 56千円 

合 計 4,703千円 4,635千円 2,095千円 2,008千円 2,188千円 3,563千円 
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４．閉校施設位置図 

 

  

①津賀小学校 

②御北小学校 

③上竹荘小学校 

④下竹荘小学校 

⑤吉川小学校 

⑥大和小学校 
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５．跡地活用の基本的な考え方 

 

 「第２次吉備中央町総合計画・後期基本計画」、「吉備中央町公共施設等総合管理計画」、「吉

備中央町財政運営適正化計画」、「吉備中央町立小学校・園統合再編整備基本計画」を踏まえ、

跡地活用の基本的な考え方を次のとおり示します。 

 

 

（１）地域住民のニーズ反映 

・跡地活用には地域住民のニーズを優先的に反映させます。 

・地域住民のニーズの集約にあたっては、地元自治会や公民館、現に施設を使用している

クラブ団体やＰＴＡ等からヒアリングを行います。 

 

 

（２）民間活力の活用 

・公共施設の量と配置の最適化の観点から、公共施設として活用する場合を除き、効率的

かつ効果的な施設運営となるよう、民間事業者・団体等への貸し付けや売払いによる活

用を目指します。 

・施設の老朽化が原因として民間事業者等への貸し付けや売払いが進展しない場合は、解

体条件を付して民間事業者等への提供による活用を目指します。 

・民間事業者等の活力や運営ノウハウ等により、持続的かつ実現可能な利活用を推進する

ことで、資産の有効活用・運用に取り組むとともに、民間事業者等の自主運営により町

財政負担の軽減を図ります。 

 

 

（３）民間事業者等の選定方法 

・民間事業者等の選定にあたっては、公平性・透明性の観点から公募型プロポーザル方式

を基本とし、金額及び事業内容の両面で幅広く提案を募ることとします。 

 ・民間事業者等の事業内容の評価は、地域住民のニーズに合致していること及び総合計画

をはじめとする町の重要施策の方向に沿った提案を優先します。 
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（４）災害発生時における避難場所利用への配慮 

・令和７年３月 31日現在、町指定緊急避難場所又は町指定避難所（以下「避難場所」とい

う。）に指定されている学校（以下「指定避難校」という。）を民間事業者等により利活用

する場合、災害発生時における避難場所として、体育館やグラウンドを利用できるよう

配慮することを条件とします。 

・民間事業者等による指定避難校の利活用が決定した後、指定避難校の一部又は全部を避

難場所として利用できなくなる場合は、町と事前に協議するものとします。 

 

 

（５）暫定的な施設の使用 

 ・利活用が決定するまでの間は、必要最小限の経費によって施設を維持管理することを基

本とします。ただし、地域コミュニティ活動を行う上で利用の希望があれば、通常の維

持管理上で支障がない範囲内での施設使用を限定的に認めるものとします。 
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６．基本方針策定に関連する計画等（抜粋） 

 

○第２次吉備中央町総合計画・後期基本計画（令和３年３月策定） 

基本構想６．施策の大綱 

（４）基本目標４．協働で歩むまち～行財政分野 

【施策】４－５ 自治体経営の推進 

  限られた財源を効率的に活用するため、緊急度、優先度による事業の選択と重点化を推

進し、PDCAサイクルによる事業の見直しや改革を進めるための体制づくりを進めます。 

また、町の組織・機構については、常に効果的・効率的であることを検証しながら人材

育成に努め、行政サービスの向上を図ります。 

さらに、効果的かつ効率的な行政運営を図るため、事業効果と事業効率の向上に取り組

むとともに広域行政の推進を図ります。 

社会資本の維持管理・更新については、公共施設等総合管理計画により、後のコストを

低減していく適切な対応に努めます。 

 

後期基本計画 重点プロジェクト３ 安心して暮らせる環境をつくる 

 基本目標４．協働で歩むまち 

 施策４－５ 自治体経営の推進 

 主要な施策（２）健全な財政運営の推進 

 ③計画的・効率的な施設等の管理 

  ○公共施設等総合管理計画による総合的な管理方針に基づき、「個別施設計画」で全て

の施設（行政財産）の今後の在り方をまとめます。 

○施設の長寿命化や遊休施設、活用されていない財産の売却処分を進めるなど財産のス

リム化を図ります。 

 

 

○吉備中央町公共施設等総合管理計画（令和５年３月改訂） 

第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

３－４ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

３－４－１ 基本的な考え 

① 量の最適化：所有する公共施設の量と配置の最適化を図ります。 

縮小対象施設の選定は、住民のニーズや住民の施設利用度、耐震工事を含んだ安全性等

を総合的に検討し、基本的には総量縮小の方向で進めますが、単純に人口の減少率に連動

した縮小率で数値目標を定めないよう留意します。 

また、縮小方法については、単なる廃止だけでなく、「吉備中央町個別施設計画」に基

づいて複合化、集約化、用途変更等の様々な検討を行い、総施設数だけでなく棟数や延べ

床面積の縮小にも留意します。 
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○吉備中央町財政運営適正化計画（令和４年１２月策定） 

２ 財政運営適正化計画の概要 

 財産管理の適正化と財産運用収入の確保（売却可能資産の処分） 

  未利用・低利用の不用財産は積極的に売却を進めることとしている。用途廃止となった

施設については、安全面も考慮して必要に応じて解体し、その敷地の有効活用や貸付・売

却処分を進める。 

 

 

○吉備中央町立小学校・園統合再編整備基本計画（令和３年１２月策定） 

 （２）統合再編の整備内容 

 （小学校） 

  小学校については、現在の円城小学校、吉備高原小学校及び豊野小学校の位置へ設置

し、３校とします。 

 

統合整備に向けた各種会議スケジュール 
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７．別図 

 

○公共施設（町公共施設等総合管理計画より） 
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○施設類型別延床面積及び件数（町公共施設等総合管理計画より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○総人口推移（町公共施設等総合管理計画より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


